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１．介護保険サービス料金表 
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①施設の利用要件等一覧 

 

※内容が変更になっている場合があります。詳細については各施設へお問い合わせください。 

老人保健施設 グループホーム

花の里かるまい いちい荘 くつろぎの家 花の里かるまい

54 30 16
(うち個室 ２) (うち個室　４)

6
(うち個室 ２)

要介護１～

要介護５

要介護３～

要介護５

要介護３～

要介護５

要支援２～

要介護５

要支援１～

要介護５

要支援１～

要介護５

要支援１～

要介護５

○ ○ ○ ○
見守りで対応可

能であれば○

○ ○ ○

○ 応相談

応相談

無 無 無 小遣い管理のみ 応相談

入院は家族

通院は要相談

無 無（応相談） 無（応相談） 無 無（応相談）

入所 花の里かるまい いちい荘 くつろぎの家
グループホーム

花の里かるまい

短期 居宅・包括 居宅・包括 居宅・包括

5,650

92,765 9,548

第1段階 38,610 27,450 28,830

第2段階 52,410 41,250 42,630

第3段階 60,210 49,050 50,430

第4段階 82,680 85,860 87,240

第1段階 40,050 29,490 30,780

第2段階 53,850 43,290 44,580

第3段階 61,650 51,090 52,380

第4段階 84,120 87,900 89,190

第1段階 41,880 31,590 32,910

第2段階 55,680 47,430 46,710

第3段階 63,480 53,190 54,510

第4段階 85,950 90,000 91,320

第1段階 43,410 33,630 34,860

第2段階 57,210 47,430 48,660

第3段階 65,010 55,230 56,460

第4段階 87,480 92,040 93,270

第1段階 45,030 35,640 36,780

第2段階 58,830 49,440 50,580

第3段階 66,630 57,240 58,380

第4段階 89,100 94,050 95,190

［実費］

宿泊費 800円

食事
　朝食 260円

　昼食 420円
　夕食 320円

光熱水費
　通所 250円

　宿泊 200円

※1泊合計
　2,250円

小規模多機能型居宅介護

花の里かるまい

25名登録制

（通い・訪問・泊まり）

要支援１～

要介護５

○

応相談

○

○

無

入院は家族

無

小規模多機能ホーム

花の里かるまい

97,424

15,307

20,745

28,480

31,046

33,850

94,238

95,471

96,259

96,841

家族対応

居宅・包括

要

介

護
度

原則、要介護１

又は２

医

療

対
応

等

本人・家族管理

ができる又は訪

問看護等で対応

できる場合は可

相

談

先

住所変更の

有無

生活支援ハウス

せせらぎ

定

員 入院等の空き

ベッドで対応
8

入院等の空きベッド

で対応

施設名

種別

短期

入所 100 9

特別養護老人ホーム

家賃　25,000円

光熱水費　11,300円
食費(1食)　300円

　　　　＋
介護保険サービス利

用料、その他実費

認知症

経管栄養

在宅酸素

気管切開

人工透析

要

介
護

１

要支援１

要支援２

要

介

護
２

要

介
護

３

要

介
護

４

要

介

護

５

入院は家族 入院は家族

ケ

ア

マ

ネ

等

料

金

例

(

3

0

日

多

床

室

利

用

/

食

費

・

部

屋

代

等

込

/

そ

の

他

諸

経

費

は

別

途

)

入所

短期

入院は家族

通帳管理

通院・入院

対応
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30

介護報酬 サービス 夜勤

一割 提供体制 体制

負担額 強化加算 強化加算

要
第１段階 775 18 24 300 0 60 110 1,287 38,610

介
第２段階 775 18 24 390 370 60 110 1,747 52,410

護
第３段階 775 18 24 650 370 60 110 2,007 60,210

1
第４段階 775 18 24 1,392 377 60 110 2,756 82,680

要
第１段階 823 18 24 300 0 60 110 1,335 40,050

介
第２段階 823 18 24 390 370 60 110 1,795 53,850

護
第３段階 823 18 24 650 370 60 110 2,055 61,650

2
第４段階 823 18 24 1,392 377 60 110 2,804 84,120

要
第１段階 884 18 24 300 0 60 110 1,396 41,880

介
第２段階 884 18 24 390 370 60 110 1,856 55,680

護
第３段階 884 18 24 650 370 60 110 2,116 63,480

3
第４段階 884 18 24 1,392 377 60 110 2,865 85,950

要
第１段階 935 18 24 300 0 60 110 1,447 43,410

介
第２段階 935 18 24 390 370 60 110 1,907 57,210

護
第３段階 935 18 24 650 370 60 110 2,167 65,010

4
第４段階 935 18 24 1,392 377 60 110 2,916 87,480

要
第１段階 989 18 24 300 0 60 110 1,501 45,030

介
第２段階 989 18 24 390 370 60 110 1,961 58,830

護
第３段階 989 18 24 650 370 60 110 2,221 66,630

5
第４段階 989 18 24 1,392 377 60 110 2,970 89,100

※介護保険負担割合が2割の方は2倍、3割の方は3倍の金額になります。（負担額分）

区　　　分 食費 居住費 日用品費 洗濯代

※合計金額は30日で計算されています。

介護老人保健施設花の里かるまい　　料金表
　多　床　室（４人部屋） （単位：円/日）

所得段階

１日の利用料金

１割負担額 実　費

１日合計額
※３０日
合計金額
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30

介護報酬 サービス 夜勤

一割 提供体制 体制

負担額 強化加算 強化加算

要
第１段階 701 18 24 300 490 60 110 1,703 51,090

介
第２段階 701 18 24 390 490 60 110 1,793 53,790

護
第３段階 701 18 24 650 1,310 60 110 2,873 86,190

1
第４段階 701 18 24 1,392 1,668 60 110 3,973 119,190

要
第１段階 746 18 24 300 490 60 110 1,748 52,440

介
第２段階 746 18 24 390 490 60 110 1,838 55,140

護
第３段階 746 18 24 650 1,310 60 110 2,918 87,540

2
第４段階 746 18 24 1,392 1,668 60 110 4,018 120,540

要
第１段階 808 18 24 300 490 60 110 1,810 54,300

介
第２段階 808 18 24 390 490 60 110 1,900 57,000

護
第３段階 808 18 24 650 1,310 60 110 2,980 89,400

3
第４段階 808 18 24 1,392 1,668 60 110 4,080 122,400

要
第１段階 860 18 24 300 490 60 110 1,862 55,860

介
第２段階 860 18 24 390 490 60 110 1,952 58,560

護
第３段階 860 18 24 650 1,310 60 110 3,032 90,960

4
第４段階 860 18 24 1,392 1,668 60 110 4,132 123,960

要
第１段階 911 18 24 300 490 60 110 1,913 57,390

介
第２段階 911 18 24 390 490 60 110 2,003 60,090

護
第３段階 911 18 24 650 1,310 60 110 3,083 92,490

5
第４段階 911 18 24 1,392 1,668 60 110 4,183 125,490

※介護保険負担割合が2割の方は2倍、3割の方は3倍の金額になります。(負担額分）

区　　　分 食費 居住費 日用品費 洗濯代

※合計金額は30日で計算されています。

介護老人保健施設花の里かるまい　　料金表
個　室 （単位：円/日）

所得段階

１日の利用料金

１割負担額 実　費

１日合計額 ※３０日合計額
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口腔衛生管理加算 ９０円/月
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回

以上行った場合。歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ｹｱに係る技術的

助言及び指導を行った場合に加算されます。

療養食加算 ６円/食 医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合に加算されます。

経口維持加算　Ⅱ １００円/月
食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師、歯科医

師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合に加算されます。

口腔衛生管理体制加算 ３０円/月
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する

口腔ｹｱに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に加算さ

れます。

経口移行加算 ２８円/日 経口摂取移行を試みる場合に加算されます。

経口維持加算　Ⅰ ４００円/月

誤嚥が認められた利用者に対して、医師指示に基づき、多職種が共同し

て、栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、経口による食事

の摂取を進めるため計画を作成し、医師の指示を受けた栄養士が栄養管理

を行った場合に加算されます。

栄養マネジメント加算 １４円/日
入所者ごとに栄養ケア計画を作成し、計画に従って継続的な栄養管理を

行った場合に加算されます。

低栄養リスク改善加算 ３００円/月

多職種が協働して低栄養状態を改善するための計画を作成し、計画に基づ

き、定期的に食事の観察を行い、当該利用者ごとの栄養状態、嗜好等を踏

まえた栄養・食事調整等を行うなど、低栄養リスクの改善を行った場合に加

算されます。

退所時情報提供加算 ５００円/回 退所後にかかる主治医に対して情報提供を行った場合に加算されます。

退所前連携加算 ５００円/回
退所後の在宅生活を安心して行うことが出来るよう、本人の希望する居宅

介護支援事業者への情報提供を行った場合に加算されます。

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４５０円/回 入所前に居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診

療方針の決定。また、生活機能の具体的な改善目標や退所後の生活に係

る支援計画を策定した場合に加算されます。入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４８０円/回

試行的退所時指導加算 ４００円/回 退所後の在宅生活を行う上で療養上の指導を行った場合に加算されます。

初期加算 ３０円/日 入所後３０日間加算されます。

再入所時栄養連携加算

（1人につき1回程度）
４００円/回

医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入など、入所時と

は大きく異なる栄養管理が必要となった場合、医療機関の管理栄養士と連

携して、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合に加算されます。

ターミ

ナル

ケア

加算

ターミナルケア加算

（死亡日）
１６５０円

医師より回復の見込みがないと診断された利用者に対し、家族等の同意を

得て、ターミナルケアに係る計画を作成し、本人または家族への説明を行

い、同意を得てターミナルケアを行った場合に加算されます。

ターミナルケア加算

（２～３日）
８２０円/日

ターミナルケア加算

（４～３０日）
１６０円/日

外泊時費用 ３６２円/日 外泊初日と最終日以外、上記介護報酬負担額に代えて加算されます。

外泊時費用（在宅サービスを

利用する場合）
８００円/日

外泊時に介護老人保健施設により提供される在宅サービスを利用した場合

に加算されます（一月に６日を限度とする）

認知症ケア加算 ７６円/
日常生活に支障をきたす症状又は行動が認められ、医師より認知症に対応

した介護が必要と判断された場合に加算されます。

在宅復帰・在宅療養支援機能

加算(Ⅰ）
34円/日

在宅復帰要件・ベッド回転率要件を満たした場合に加算されます。
在宅復帰・在宅療養支援機能

加算(Ⅱ）
46円/日

その他の加算（介護負担割合が２割の方は２倍、３割の方は３倍の金額となります）

短期集中リハビリテ－ション

実施加算
２４０円/日 入所後３月以内の期間に集中的にリハビリを行った場合に加算されます。
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理容代（実費）
男性２，５００円

契約業者による理容を行った場合にかかる費用。
女性２，０００円

介護職員等特定処遇改善加算 加算率２．１％
介護報酬の一割または二割、三割負担額の総額に所定の加算率を乗じま

す。

その他の費用

家電製品利用料 ３０円/日 私物の家電製品をお使いになる場合にかかる費用。

排せつ支援加算 100円/月
排泄障害等のため、排泄に介護を要する入所者に対し、多職種が協働して

支援計画を作成し、計画に基づき支援した場合に加算されます。

介護職員処遇改善加算 加算率３．９％
介護報酬の一割または二割、三割負担額の総額に所定の加算率を乗じま

す。

地域連携診療計画情報提供

加算
３００円/回

地域連携診療計画管理料を算定する病院に診療情報を文書により提供し

た場合に加算されます。

褥瘡マネジメント加算 10円/月
褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果

に基づき計画的に管理することに対し加算されます。

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3円/日
認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的

に開催した場合に加算されます。

認知症行動・心理症状緊急対

応加算
２００円/日

医師が認知症の行動・心理症状を認められるため、在宅での生活が困難で

あり、緊急に入所することが適当であると判断した利用者に対し、サービスを

行った場合に加算されます。

所定疾患施設療養費（Ⅰ） 239円/日
肺炎、尿路感染症又は帯状疱疹について、投薬、検査、注射、処置等を

行った場合に加算されます。

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 480円/日
上記と医師が感染症対策に関する研修を受講している場合に加算されま

す。

かかりつけ医連携薬剤調整加

算
１２５円/回

入所者に処方する内服薬の減少について退所時又は退所後1月以内に入

所者の主治の医師に報告し、その内容を診療録に記載した場合は、入所者

1人につき1回を限度として、入所者の退所時に加算されます。

緊急時施設療養費 ５18円/日
入所者の状態が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的

な治療管理（投薬・検査・注射・処置等）を行った場合に加算されます。
(緊急時治療管理） ※月に３日を限度
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介護報酬 サービス 夜勤

一割 提供体制 体制

負担額 強化加算 強化加算
要

第１段階 829 18 24 300 0 60 110 1,341

介
第２段階 829 18 24 390 370 60 110 1,801

護
第３段階 829 18 24 650 370 60 110 2,061

1
第４段階 829 18 24 1,380 370 60 110 2,791

要
第１段階 877 18 24 300 0 60 110 1,389

介
第２段階 877 18 24 390 370 60 110 1,849

護
第３段階 877 18 24 650 370 60 110 2,109

2
第４段階 877 18 24 1,380 370 60 110 2,839

要
第１段階 938 18 24 300 0 60 110 1,450

介
第２段階 938 18 24 390 370 60 110 1,910

護
第３段階 938 18 24 650 370 60 110 2,170

3
第４段階 938 18 24 1,380 370 60 110 2,900

要
第１段階 989 18 24 300 0 60 110 1,501

介
第２段階 989 18 24 390 370 60 110 1,961

護
第３段階 989 18 24 650 370 60 110 2,221

4
第４段階 989 18 24 1,380 370 60 110 2,951

要
第１段階 1,042 18 24 300 0 60 110 1,554

介
第２段階 1,042 18 24 390 370 60 110 2,014

護
第３段階 1,042 18 24 650 370 60 110 2,274

5
第４段階 1,042 18 24 1,380 370 60 110 3,004

その他の加算

緊急短期入所受入対応加算

介護老人保健施設花の里かるまい
短期入所療養介護　料金表

　多　床　室（４人部屋） （単位：円/日）

所得段階

１日の利用料金

１割負担額 実費

１日合計額
区　　　分 食費 居住費 日用品費 洗濯代

９０円/日 居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者の受入れについて加算。

個別リハビリテーション実施加算 ２４０円/回 個別リハビリテーションを行った場合に加算されます。

重度療養管理加算 １２０円/日 要介護４又は５であって、手厚い医療が必要な場合に加算されます。

送迎加算 １８４円/回 入退所時に施設で送迎を行った場合に加算されます。

《通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合》
片道10ｋｍ未満 ６００円/回 ※通常の事業実施地域とは

理容代（実費）
男性　　２，５００円

契約業者による理容を行った場合にかかる費用。

二戸市・軽米町・一戸町・九戸村です。

療養食加算

片道10ｋｍ以上 ９００円/回

介護職員等特定処遇改善加算 加算率2.1％ 介護報酬の一割負担額の総額に所定の加算率を乗じます。

女性　　２，０００円

８円/食 医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合に加算されます。

緊急時施設療養費 ５１８円/日 入所者の状態が重篤となり救命救急医療が必要となる場合
において緊急的な治療管理（投薬・検査・注射・処置等）を
行った場合。（緊急時治療管理） ※月に３日を限度

介護職員処遇改善加算 加算率3.9％ 介護報酬の一割負担額の総額に所定の加算率を乗じます。
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介護報酬 サービス 夜勤

一割 提供体制 体制

負担額 強化加算 強化加算
要

第１段階 755 18 24 300 490 60 110 1,757

介
第２段階 755 18 24 390 490 60 110 1,847

護
第３段階 755 18 24 650 1,310 60 110 2,927

1
第４段階 755 18 24 1,380 1,640 60 110 3,987

要
第１段階 801 18 24 300 490 60 110 1,803

介
第２段階 801 18 24 390 490 60 110 1,893

護
第３段階 801 18 24 650 1,310 60 110 2,973

2
第４段階 801 18 24 1,380 1,640 60 110 4,033

要
第１段階 862 18 24 300 490 60 110 1,864

介
第２段階 862 18 24 390 490 60 110 1,954

護
第３段階 862 18 24 650 1,310 60 110 3,034

3
第４段階 862 18 24 1,380 1,640 60 110 4,094

要
第１段階 914 18 24 300 490 60 110 1,916

介
第２段階 914 18 24 390 490 60 110 2,006

護
第３段階 914 18 24 650 1,310 60 110 3,086

4
第４段階 914 18 24 1,380 1,640 60 110 4,146

要
第１段階 965 18 24 300 490 60 110 1,967

介
第２段階 965 18 24 390 490 60 110 2,057

護
第３段階 965 18 24 650 1,310 60 110 3,137

5
第４段階 965 18 24 1,380 1,640 60 110 4,197

その他の加算

介護職員処遇改善加算 加算率3.9％ 介護報酬の一割または二割、三割負担額の総額に所定の加算率を乗じます。

理容代（実費）
男性　　２，５００円

契約業者による理容を行った場合にかかる費用。
女性　　２，０００円

療養食加算 ８円/食 医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合に加算されます。

緊急時施設療養費 ５１８円/日

個　室 （単位：円/日）

所得段階

１日の利用料金

１日合計額

重度療養管理加算

入所者の状態が重篤となり救命救急医療が必要となる場合
において緊急的な治療管理（投薬・検査・注射・処置等）を
行った場合。

（緊急時治療管理）

介護職員等特定処遇改善加算 加算率2.1％ 介護報酬の一割または二割、三割負担額の総額に所定の加算率を乗じます。

※月に３日を限度

《通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合》

１２０円/日

個別リハビリテーション実施加算 ２４０円/回 個別リハビリテーションを行った場合に加算されます。

介護老人保健施設花の里かるまい

短期入所療養介護　料金表

片道10ｋｍ以上 ９００円/回 二戸市・軽米町・一戸町・九戸村です。

要介護４又は５であって、手厚い医療が必要な場合に加算されます。

送迎加算 １８４円/回 入退所時に施設で送迎を行った場合に加算されます。

１割負担額 実費

片道10ｋｍ未満 ６００円/回 ※通常の事業実施地域とは

緊急短期入所受入加算 ９０円/日 居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者の受入れについて加算。

区　　　分 食費 居住費 日用品費 洗濯代
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介護報酬 サービス 夜勤
一割 提供体制 体制
負担額 強化加算 強化加算

第１段階 613 18 24 300 0 60 110 1,125

第２段階 613 18 24 390 370 60 110 1,585

第３段階 613 18 24 650 370 60 110 1,845

第４段階 613 18 24 1,380 370 60 110 2,575

第１段階 768 18 24 300 0 60 110 1,280

第２段階 768 18 24 390 370 60 110 1,740

第３段階 768 18 24 650 370 60 110 2,000

第４段階 768 18 24 1,380 370 60 110 2,730

介護報酬 サービス 夜勤
一割 提供体制 体制
負担額 強化加算 強化加算

第１段階 580 18 24 300 490 60 110 1,582

第２段階 580 18 24 390 490 60 110 1,672

第３段階 580 18 24 650 1,310 60 110 2,752

第４段階 580 18 24 1,380 1,640 60 110 3,812

第１段階 721 18 24 300 490 60 110 1,723

第２段階 721 18 24 390 490 60 110 1,813

第３段階 721 18 24 650 1,310 60 110 2,893

第４段階 721 18 24 1,380 1,640 60 110 3,953

その他の加算

要

支

援

1

介護老人保健施設花の里かるまい
介護予防短期入所療養介護　料金表

　多　床　室（４人部屋） （単位：円/日）

所得段階
１日の利用料金

１割負担額 実費

１日合計額
区　　　分 食費 居住費 日用品費 洗濯代

要

支

援

2

要

支

援

2

個　室 （単位：円/日）

所得段階
１日の利用料金

１割負担額 実費

１日合計額
区　　　分 食費 居住費 日用品費 洗濯代

要

支

援

1

送迎加算

５１８円/日 入所者の状態が重篤となり救命救急医療が必要となる場合
において緊急的な治療管理（投薬・検査・注射・処置等）を
行った場合。（緊急時治療管理） ※月に３日を限度

入退所時に施設で送迎を行った場合に加算されます。１８４円/回

２４０円/回 個別リハビリテーションを行った場合に加算されます。

療養食加算 ８円/食 医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合に加算されます

《通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合》

片道10ｋｍ未満 ６００円/回 ※通常の事業実施地域とは

片道10ｋｍ以上 ９００円/回 二戸市・軽米町・一戸町・九戸村です。

個別リハビリテーション実施加算

介護報酬の一割または二割、三割負担額の総額に所定の加算率を乗じます。

理容代（実費）

※合計金額は30日で計算されています。

※介護保険負担割合が2割の方は2倍、3割の方は3倍の金額になります。(負担額分、加算分）

介護職員等特定処遇改善加算 加算率2.1％ 介護報酬の一割または二割、三割負担額の総額に所定の加算率を乗じます。

緊急時施設療養費

男性　　２，５００円
契約業者による理容を行った場合にかかる費用。

女性　　２，０００円

介護職員処遇改善加算 加算率3.9％
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実費

要介護１
24 600 1,312

要介護２
24 600 1,443

要介護３
24 600 1,571

要介護４
24 600 1,723

要介護５
24 600 1,873

要介護１
28 600 1,362

要介護２
28 600 1,499

要介護３
28 600 1,639

要介護４
28 600 1,803

要介護５
28 600 1,963

その他の加算　

※上記利用料金以外の利用料については、別途ご案内致します。
　利用料金については、介護保険法の改正により変更となります。

　また法定代理受領以外の場合は、介護報酬告知上の額となります。

※介護保険負担割合が2割の方は2倍、3割の方は3倍の金額になります。(負担額分、加算分）

1,317 18

要
介
護
度
別
利
用
料
金

7時間以上8時間未満

加算率２．０％ 介護報酬の一割または二割負担額の総額に所定の加算率を乗じます。介護職員等特定処遇改善加算

リハビリテーション
マネジメント加算（Ⅰ）

３３０円/月 リハビリテーションを 行っている場合に加算されます

短期集中個別
リハビリテ－ション実施加算

１１０円/日

介護職員処遇改善加算 加算率４．７％ 介護報酬の一割または二割負担額の総額に所定の加算率を乗じます。

退院（所）日又は認定日から３月以内に

個別リハビリテーションを実施した場合に加算されます

入浴介助加算 ５０円/回 入浴を行った場合に加算されます。

要
介
護
度
別
利
用
料
金

6時間以上7時間未満

18

1,157 18

18

853 18

993 18

670 18

801 18

929 18

1,081 18

1,231

716

通所リハビリテーション料金表
（単位：円/日）

１日の利用料金

１割負担額

１日合計額介護報酬 サービス ﾘﾊﾋﾞﾘテーショ
ン提供体制加

算
食費提供体制

負担額 強化加算

区　　　分
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介護予防通所リハビリテーション料金表

介護報酬 サービス
提供体制

負担額 強化加算

要支援１ 1,721 72 225 2,018

要支援２ 3,634 144 225 4,003

３３０円/月

１２０円/月

600円／１回

加算率４．７％

加算率２．０％

※介護保険負担割合が2割の方は2倍、3割の方は3倍の金額になります。（負担額分、加算分）

※上記利用料金以外の利用料については、別途ご案内致します。

　利用料金については、介護保険法の改正により変更となります。

　また法定代理受領以外の場合は、介護報酬告知上の額となります。

介護職員処遇改善加算 介護報酬の一割または二割負担額の総額に所定の加算率を乗じます。

食事費用 食事提供回数分、加算されます

介護職員等特定処遇改善加算 介護報酬の一割または二割負担額の総額に所定の加算率を乗じます。

要
介
護
度
別
料
金

※１ケ月
合計金額運動器機能向

上加算

区　　　分

１月の利用料金

１割負担額

その他の加算　（介護保険負担割合が２割の方は２倍、３割の方は３倍の金額となります）

事業所評価加算 厚生労働大臣が定める基準に適合している場合加算されます

リハビリテーションマネジ
メント加算

リハビリテーションを行っている場合に加算されます。
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介護報酬 医療 ｻｰﾋﾞｽ提供 夜間 認知症 若年性 介護職員 特定処遇

一割 連携 体制強化 支援 ケア 認知症 処遇改善 改善加算

負担額 加算 加算(Ⅰ)イ 体制加算 加算(Ⅰ) 受入加算 加算(Ⅰ) (Ⅰ)

ａ ｂ ｃ d e f g ｈ i j k

支援２ 757 18 50 3 120 92 26 1,000 700 450 3,092 92,765

介護１ 761 39 18 50 3 120 96 27 1,000 700 450 3,141 94,238

介護２ 797 39 18 50 3 120 100 28 1,000 700 450 3,182 95,471

介護３ 820 39 18 50 3 120 103 29 1,000 700 450 3,209 96,259

介護４ 837 39 18 50 3 120 105 29 1,000 700 450 3,228 96,841

介護５ 854 39 18 50 3 120 107 30 1,000 700 450 3,247 97,424

その他の加算及び費用

30円 入所から30日間加算されます。

男　性 2，500円

女　性 2，000円

※夜間支援体制加算：夜間帯に宿直を配置している。

　　　グループホーム　花の里かるまい利用料金表　　　
（認知症対応型共同生活介護費） 令和1年10月1日

１割負担額 実費 １日
合計額

ａ＋ｂ＋c+
d＋g＋h+

i＋j＋k

30日
計算額区　　　分

家賃
光熱
水費
※

基

本

料

金

※光熱水費は、冬期間（１０月～３月）上記料金に１００円加算されます

※医療連携体制加算の算定条件：職員として又は病院等との連携により、看護師1名以上確保している。

※ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定条件：介護職員の６０％以上が介護福祉士の資格を有している。

食材
料費

日常生活費 実費となります

※認知症ケア加算(Ⅰ)の算定条件：認知症高齢者の日常生活自立度（Ⅲ）以上の利用者が半数以上利用されており認知症ケアに関
する専門研修を終了した者が介護サービスを提供している場合、対象利用者に対して算定できる。
※若年性認知症利用者　受入加算：65歳未満で認知症を有する。
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)：所定単位数（基本単位数＋加算単位数）にｻｰﾋﾞｽ別加算率を乗じた単位数（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑは　１１．１％）

　 特定処遇改善加算(Ⅰ)：所定単位数（基本単位数＋加算単位数）にｻｰﾋﾞｽ別加算率を乗じた単位数（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑは　３．１％）

補足：１日の合計額は加算対象有無により、若干変動します。

初期加算

オムツ代 実費となります

理美容代
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0

1
,0

0
0

6
4
0

5
0
0

1
,0

0
0

8
0
0

1
,8

9
4

2
7
9

8
0
0

5
0
0

2
0
,7

4
5

1
5
,5

5
9

要
介

護
３

2
2
,1

5
7

7
0
0

1
,0

0
0

6
4
0

5
0
0

1
,0

0
0

8
0
0

2
,6

0
1

3
8
2

8
0
0

2
8
,4

8
0

2
1
,3

6
0

要
介

護
４

2
4
,4

5
4

7
0
0

1
,0

0
0

6
4
0

5
0
0

1
,0

0
0

8
0
0

2
,8

3
5

4
1
7

8
0
0

3
1
,0

4
6

2
3
,2

8
4

要
介

護
５

2
6
,9

6
4

7
0
0

1
,0

0
0

6
4
0

5
0
0

1
,0

0
0

8
0
0

3
,0

9
1

4
5
5

8
0
0

3
3
,8

5
0

2
5
,3

8
7

朝
食

昼
食

夕
食

通
所

宿
泊

一
泊

一
食

一
食

一
食

一
回

一
泊

３
食

8
0
0

2
6
0

4
2
0

3
2
0

2
5
0

2
0
0

2
,2

5
0

軽
減

対
象

6
0
0

1
9
5

3
1
5

2
4
0

1
8
8

1
5
0

1
,6

8
8

※
特

定
処

遇
改

補
足

：

※
若

年
性

認
知

症
利

用
者

受
入

加
算

：
６

５
歳

未
満

で
認

知
症

を
有

す
る

。

※
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
ロ

：
介

護
従

業
者

の
総

数
の

う
ち

、
介

護
福

祉
士

の
占

め
る

割
合

が
４

０
％

以
上

で
あ

る
。

※
訪

問
体

制
強

化
加

算
：
訪

問
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

職
員

を
常

勤
で

2
名

以
上

配
置

し
て

い
る

。
訪

問
回

数
が

延
べ

月
当

た
り

２
０

０
回

以
上

行
わ

れ
て

い
る

。

※
社

会
福

祉
法

人
等

利
用

者
負

担
軽

減
対

象
確

認
証

（
以

下
「
確

認
証

」
）
提

示
者

：
確

認
証

に
記

載
さ

れ
た

軽
減

率
に

基
づ

き
、

利
用

者
負

担
額

の
軽

減
を

行
う

。

　
　

（
軽

減
額

：
概

ね
、

利
用

者
負

担
総

額
（
１

割
負

担
額

、
食

事
、

宿
泊

費
、

光
熱

水
費

）
の

１
／

４
の

額
）
  

 （
軽

減
を

受
け

よ
う

と
す

る
方

裏
面

参
照

）

当
加

算
は

体
制

に
対

す
る

加
算

で
あ

り
、

要
介

護
者

全
員

が
対

象
と

な
り

ま
す

。
上

記
加

算
要

件
が

満
た

さ
れ

な
か

っ
た

月
は

加
算

請
求

し
ま

せ
ん

。

（
光

熱
水

費
冬

季
間

１
０

月
～

３
月

５
０

円
増

）

※
看

護
職

員
配

置
加

算
（
Ⅱ

）
：
常

勤
か

つ
専

従
の

准
看

護
師

を
１

人
以

上
配

置
し

て
い

る
。

※
総

合
ﾏ

ﾈ
ｼ

ﾞﾒ
ﾝ

ﾄ体
制

強
化

加
算

：
個

別
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

計
画

に
つ

い
て

、
多

職
種

協
働

に
よ

り
、

随
時

適
切

に
見

直
し

を
行

っ
て

い
る

。
地

域
に

お
け

る
活

動
へ

の
参

加
の

機
会

が
あ

る
。

※
認

知
症

加
算

（
Ⅰ

）
：
認

知
症

日
常

生
活

自
立

度
が

Ⅲ
以

上
で

あ
る

。
　

　
※

認
知

症
加

算
（
Ⅱ

）
：
要

介
護

２
で

認
知

症
日

常
生

活
自

立
度

が
Ⅱ

で
あ

る
。

※
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
（
Ⅰ

）
：
所

定
単

位
数

（
基

本
単

位
数

＋
加

算
単

位
数

）
に

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

別
加

算
率

を
乗

じ
た

単
位

数
（
小

規
模

は
1
0
.2

％
）

※
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
イ

：
介

護
従

業
者

の
総

数
の

う
ち

、
介

護
福

祉
士

の
占

め
る

割
合

が
５

０
％

以
上

で
あ

る
。

実 費 負 担 額

（ 回 数 ）

宿
泊

費
食

事
光

熱
水

費
一

泊
合

計
実 費 に て

準 備

身
の

回
り

で
使

用
す

る
日

用
品

オ
ム

ツ
類

宿
泊

時
の

準
備

物
品

は
別

紙
参

照

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

提
供

体
制

強
化

加
算

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

認
知

症
加

算

一 割 負 担 額 （ 月 額 ） そ
の

他
の

加
算

初
期

加
算

１
日

　
　

３
０

円
　

利
用

か
ら

３
０

日
（
３

０
日

超
え

の
入

院
後

の
利

用
時

も
加

算
）

認
知

症
加

算
時

の
処

遇
改

善
加

算
認

知
症

加
算

の
（
I）

　
の

場
合

　
９

４
円

　
（
Ⅱ

）
の

場
合

は
　

５
９

円
　

月
額

合
計

に
プ

ラ
ス

に
な

り
ま

す
。

　

　
　

小
規

模
多

機
能

型
ﾎ

ｰ
ﾑ

　
花

の
里

か
る

ま
い

利
用

料
金

表
　

　
（
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

）
令

和
1
年

1
0
月

1
日

１
割

負
担

額
（
月

額
）

１
割

負
担

額
（
月

額
）

対
象

利
用

者

１
割

負
担

額

（
月

額
合

計
）

（
色

選
択

合
計

）

2
割

負
担

の
方

は

下
記

料
金

の
倍

と
な

り
ま

す

1
割

負
担

額

（
月

額
合

計
）

利
用

者
負

担
額

軽
減

対
象

（
１

／
４

軽
減

）
区

　
　

　
分

介
護

報
酬

負
担

額
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利
用

者
負

担
の

軽
減

を
受

け
よ

う
と

す
る

利
用

者
様

へ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
小

規
模

多
機

能
ホ

ー
ム

花
の

里
か

る
ま

い
１

．
軽

減
対

象
者

（
１

）
市

町
村

民
税

非
課

税
世

帯
（
２

）
年

間
収

入
が

単
身

世
帯

で
１

５
０

万
円

、
世

帯
員

が
1
人

増
え

る
ご

と
に

５
０

万
円

を
加

算
し

た
額

以
下

（
３

）
預

貯
金

等
の

額
が

単
身

世
帯

で
３

５
０

万
円

、
世

帯
員

が
1
人

増
え

る
ご

と
に

１
０

０
万

円
を

加
算

し
た

額
以

下
（
４

）
日

常
生

活
に

供
す

る
資

産
以

外
に

活
用

で
き

る
資

産
が

な
い

こ
と

（
５

）
負

担
能

力
あ

る
親

族
に

扶
養

さ
れ

て
い

な
い

事
（
６

）
介

護
保

険
料

を
滞

納
し

て
い

な
い

事

２
．

市
町

村
に

下
記

書
類

を
提

出
し

、
確

認
証

の
交

付
を

受
け

る
（
１

）
申

請
書

（
社

会
福

祉
法

人
等

利
用

者
負

担
軽

減
対

象
確

認
申

請
書

）
（
２

）
被

保
険

者
証

（
介

護
保

険
証

の
写

し
）

（
３

）
収

入
状

況
等

申
告

書
兼

収
入

状
況

等
調

査
同

意
書

（
４

）
申

請
者

を
含

む
世

帯
全

員
の

預
貯

金
の

通
帳

の
写

し
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（
Ⅰ

）
イ

の
場

合
（

Ⅰ
）

ロ
の

場
合

要
支

援
１

2
1

1
6

要
支

援
２

2
1

1
6

要
介

護
１

2
1

1
6

要
介

護
２

2
1

1
6

要
介

護
３

2
1

1
6

要
介

護
４

2
1

1
6

要
介

護
５

2
1

1
6

朝
食

昼
食

夕
食

通
所

宿
泊

一
泊

一
食

一
食

一
食

一
回

一
泊

３
食

8
0
0

2
6
0

4
2
0

3
2
0

2
5
0

2
0
0

2
,2

5
0

※
特

定
処

遇
改

善
加

算
（
Ⅰ

）
：
所

定
単

位
数

（
基

本
単

位
数

＋
加

算
単

位
数

）
に

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

別
加

算
率

を
乗

じ
た

単
位

数
（
小

規
模

は
1
.5

％
）

宿
泊

時
の

準
備

物
品

は
別

紙
参

照

オ
ム

ツ
類

身
の

回
り

で
使

用
す

る
日

用
品

令
和

1
年

1
0
月

1
日

短
期

利
用

型
　

　
　

　
　

　
　

小
規

模
多

機
能

型
ﾎ

ｰ
ﾑ

　
花

の
里

か
る

ま
い

利
用

料
金

表
　

　

特
定

処
遇

改
善

加
算

(Ⅰ
)

(Ⅰ
)　

1
.5

％

１
割

負
担

額
（
日

額
）

7

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

提
供

体
制

強
化

加
算

一 割 負 担 額

（
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

）

区
　

　
　

分
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
（

Ｉ）

（
Ⅰ

）
1

0
.2

％

7
0
3

4
5

介
護

報
酬

1
割

負
担

額

※
短

期
入

所
の

算
定

要
件

１
．

登
録

者
数

が
登

録
定

員
未

満
で

あ
る

こ
と

。
２

．
利

用
者

の
状

態
や

家
族

等
の

事
情

に
よ

り
、

指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
の

介
護

支
援

専
門

員
が

、
緊

急
に

利
用

す
る

事
が

必
要

と
認

め
た

場
合

で
あ

っ
て

、
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

介
護

支
援

専
門

員
が

、
当

該
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

登
録

者
に

対
す

る
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

の
提

供
に

支
障

が
な

い
と

認
め

た
場

合
で

あ
る

こ
と

。
３

．
利

用
者

の
開

始
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
７

日
以

内
（
利

用
者

の
日

常
生

活
上

の
世

話
を

行
う

家
族

の
疾

病
等

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
は

１
４

日
以

内
）
の

利
用

期
間

を
を

定
め

る
こ

と
。

４
．

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
等

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

過
少

で
あ

る
場

合
の

減
算

を
受

け
て

い
な

い
こ

と
。

５
．

指
定

基
準

に
定

め
る

従
業

者
の

員
数

を
置

い
て

い
る

こ
と

。

※
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
（
Ⅰ

）
：
所

定
単

位
数

（
基

本
単

位
数

＋
加

算
単

位
数

）
に

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

別
加

算
率

を
乗

じ
た

単
位

数
（
小

規
模

は
1
0
.2

％
）

実 費 負 担 額

（ 回 数 ）

宿
泊

費
食

事
光

熱
水

費
（

冬
季

間
１

０
月

～
３

月
５

０
円

増
）

一
泊

合
計

※
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
イ

：
介

護
従

業
者

の
総

数
の

う
ち

、
介

護
福

祉
士

の
占

め
る

割
合

が
５

０
％

以
上

で
あ

る
。

※
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
ロ

：
介

護
従

業
者

の
総

数
の

う
ち

、
介

護
福

祉
士

の
占

め
る

割
合

が
４

０
％

以
上

で
あ

る
。

(光
熱

水
費

冬
季

期
間

1
0

月
～

3
月

5
0

円
増

)

実 費 に て

準 備

7
4

8
1

7
7
0

8
3
5

1
1

1
2

1
3

8
7

8
8
4

4
2
1

5
2
6

5
6
7

6
3
4

4
9
4

6
1
1

6
5
7

7
3
2

8
5
6

6
0

6
7

9 1
0

9
5
6

（
日

額
）
合

計

8
0
9

1
2
,3

7
0

1
3
,3

8
6

１
割

負
担

額

（
1
4
日

で
計

算
）

6
,9

1
2

8
,5

5
4

9
,1

9
5

1
0
,2

4
3

1
1
,3

2
2
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特別養護老人ホームいちい荘のご案内　             　 R2年7月15日以降

☆短期入所生活介護（ショートステイ）定員8名
・要支援１～要介護５の方がご利用できます。

・ご利用希望の方は、担当ケアマネージャーを通して、ご相談ください。

朝 昼 夕

要支援１ 438 400 532 460 855 2,703

要支援２ 545 400 532 460 855 2,810

1 586 400 532 460 855 2,866

2 654 400 532 460 855 2,934

3 724 400 532 460 855 3,004

4 792 400 532 460 855 3,072

5 859 400 532 460 855 3,139

要支援１ 876 400 532 460 855 3,159

要支援２ 1,090 400 532 460 855 3,373

1 1,172 400 532 460 855 3,485

2 1,308 400 532 460 855 3,621

3 1,448 400 532 460 855 3,761

4 1,584 400 532 460 855 3,897

5 1,718 400 532 460 855 4,031

※　その他の加算

　・送迎加算　片道184円（軽米町、二戸市、一戸町、九戸村の地域にお住まいの方・平日のみ対応します。）

　（２割負担の方は、368円になります）

　・処遇改善加算　食費、居住費を除く利用料×8.3％

※食費、滞在費について、所得に応じた負担軽減があります。

※介護度により、１ケ月あたりの保険適用日数が決まっています。詳しくは、担当のケアマネジャーにお尋ね

　　　ください。

※　利用時に準備していただく物

　　・介護保険証　・健康保険証　・医療受給者証　・着替え　・洗面用具　・薬　・タオル類

36

（１日あたり２割負担利用料：円）

要介護度
サービス自己負

担分 滞在費 合　計
夕

36

36

36

36 30

30

食　　　費ｻｰﾋﾞｽ提供体

制強化加算

滞在費 合　計

18

要介護度
サービス自己

負担分

ｻｰﾋﾞｽ提供体

制強化加算

18

18

18

18

18

18

食　　　費夜勤職員配置
加算Ⅲ

15

15

30

朝 昼

夜勤職員配置
加算Ⅲ

15

15

15

（1日あたり１割負担利用料：円）

36

36

30

30
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特別養護老人ホームいちい荘のご案内　             　 R2年7月15日以降

☆施設入所（本入所）定員５４名

　・要介護３～要介護５の方が利用できます。

1 4 16 1,392 855 2,862

2 4 16 1,392 855 2,930

3 4 16 1,392 855 3,000

4 4 16 1,392 855 3,068

5 4 16 1,392 855 3,135

※居住費：従来型個室利用の場合は、１,１７１円/日となります。

1 8 32 1,392 855 3,477

2 8 32 1,392 855 3,613

3 8 32 1,392 855 3,753

4 8 32 1,392 855 3,889

5 8 32 1,392 855 4,023

　・初期加算　　　　　　　　　　 １日あたり30円（該当者の方で２割負担の方は６０円）

　・外泊時加算　　　　　　　　　１日あたり246円（該当者で２割負担の方は４９２円）

　・処遇改善加算　食費、居住費を除く利用料×8.3％

※　食費、居住費について、所得に応じた負担軽減があります。

○　施設での生活について

　・入浴（お一人週２回）　　・回診（週１回）　　・誕生会（月１回）　　・リハビリ体操等（毎日）　　・体重測定

　・理髪　　・健康チェック　　・レクリエーション　　・リネン交換　　・その他（通院の援助等）

○　いちい荘では、入所の申し込みを随時受け付けています。申し込みの際は、介護保険証をお持ち下さい。

　　施設見学にも随時対応しますのでお気軽においでください。

○　交通手段　　いわて銀河鉄道二戸駅乗り換えＪＲバス軽米病院行き乗車　軽米病院下車徒歩5分

　　　　　　　　　　東北自動車道　軽米Ｉ・Ｃより５分

　　連絡先　　いちい荘　電話　０１９５－４６－３１３０　ＦＡＸ　０１９５－４６－３９２９

　・療養食加算　　　　　　　　　１食あたり6円（該当者で２割負担の方は12円）

1,394 72

1,530 72

1,664 72

※居住費：従来型個室利用の場合は、１,１７１円/日となります。

合　計
体制加算

1,118 72

1,254 72

765 36

832 36

　　　　（1日あたり２割自己負担利用料：円）

要介護度 サービス自己負担分
日常生活継続

食費 居住費
看護体制

加算Ⅰ

夜勤職員

配置加算

Ⅲ

559 36

627 36

697 36

　　　　（1日あたり１割自己負担利用料：円）

要介護度 サービス自己負担分
日常生活継続

体制加算
食費 居住費 合　計

夜勤職員

配置加算

Ⅲ

看護体制

加算Ⅰ
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R2.4.1

サービス費

自己負担分

多床室 438 1,392 855 2,685

個　 室 438 1,392 1,171 3,001

多床室 545 1,392 855 2,792

個　 室 545 1,392 1,171 3,108

多床室 586 1,392 855 2,833

個　 室 586 1,392 1,171 3,149

多床室 654 1,392 855 2,901

個　 室 654 1,392 1,171 3,217

多床室 724 1,392 855 2,971

個　 室 724 1,392 1,171 3,287

多床室 792 1,392 855 3,039

個　 室 792 1,392 1,171 3,355

多床室 859 1,392 855 3,106

個    室 859 1,392 1,171 3,422

　　・サービス提供強化加算（Ⅰ）イ　　18円/日

　　・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・基本単価　+上記加算×8.3%
　　・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）・・・基本単価　+上記加算×2.3%
＊　食費・居住費について、所得に応じた負担軽減があります。

サービス費
自己負担分

多床室 661 1,392 855 2,908
個　 室 661 1,392 1,171 3,224
多床室 726 1,392 855 2,973
個　 室 726 1,392 1,171 3,289
多床室 797 1,392 855 3,044
個　 室 797 1,392 1,171 3,360
多床室 862 1,392 855 3,109
個　 室 862 1,392 1,171 3,425
多床室 926 1,392 855 3,173
個    室 926 1,392 1,171 3,489

    ・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・基本単価　+上記加算 ×8.3%
　　・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）・・・基本単価　+上記加算×2.3%
＊　食費・居住費について、所得に応じた負担軽減があります。

特別養護老人ホーム　小規模型施設
くつろぎの家　ご案内

【短期入所生活介護事業所】　

【介護予防短期入所生活介護事業所】　定員６名（うち個室２床）

・　要支援1～要介護5の方が利用できます。
・　ご利用希望の方は、担当ケアマネージャーを通してご相談下さい。

要介護４

１日当たりの利用料（円）

要介護度 部屋種別 食費 居住費 合計

要介護５

＊　その他の加算

　　・送迎加算　　　　　　　　 184円/回

～　利用時に準備していただく物　～

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

・着替え（下着、衣類等）　・洗面用具（コップ・歯ブラシ）　・内履き　・現在服用中の薬

【施設入所】　定員３０名

・　要介護3～5の方が対象となります。
１日当たりの利用料（円）

要介護度 部屋種別 食費 居住費 合計

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

＊　その他の加算

＊　くつろぎの家では、入所の申し込みを随時受け付けております。施設見学にも随時
　 　対応いたしますので、お気軽においでください。（来園の際には、介護保険証をご持参ください）
連絡先　　くつろぎの家　電話　０１９５－４７－２３５１　　FAX　０１９５－４７－２３６２

・サービス提供強化加算（Ⅰ）イ　　18円/日 　　看護体制加算（Ⅰ）ロ　4円/日

～　サービス内容について　～

　　　◍入浴（週２回）　　◍理容（月１回）　　◍リネン交換（週１回）　　◍回診　　◍健康チェック

　　　◍レクリエーション、趣味活動
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令和2年4月～

保険外

通常規模

（6～7時間）
昼食料金 総合計

介護度 基本料金 入浴加算
サービス提供

体制加算Ⅰ1

個別機能訓練加算

（Ⅰ）土・祝日除く 合　計

要介護１ 575 50 18 46 689 464 1,153

要介護２ 679 50 18 46 793 464 1,257

要介護３ 784 50 18 46 898 464 1,362

要介護４ 888 50 18 46 1.002 464 1,466

要介護５ 993 50 18 46 1,107 464 1,571

保険外

昼食料金

基本料金
サービス提供

体制加算Ⅰ1

運動器機能

向上加算

運動器機能

向上加算あり

運動器機能

向上加算なし

通所型

サービスⅠ
1655 72 225 1,727 1,952 464

通所型

サービスⅡ
3393 144 225 3,537 3,762 464

＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ）利用料×5.9％の追加あり。

＊介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）利用料×1.0％の追加あり。

1回の利用につき

２０分未満 ２０分以上 ３０分以上 １時間以上 １時間30分以上

(巡回型） ３０分未満 １時間未満 １時間３０分未満 （30分増すごとに）

166 249 395 577 +83

20分以上 45分以上
45分未満

182 224

週1回程度 週2回程度 週3回程度

1,172 2,342 3.715

加算 合計

介　護　保　険　対　象　分

加　　　　　算

＜通所介護＞

＜第1号通所事業＞

円/日

所要時間

身体介護

＜訪問介護＞

所要時間

生活援助

訪問型サービス

＜第1号訪問事業＞　1ヶ月につき

＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ）利用料×13.7％の追加あり。

＊介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）利用料×4.2％の追加あり。
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健康ふれあいセンター料金表 

令和元年 10 月から 

【訪問介護：要介護1～要介護5】 

 

基本料金 

身体介護が中心の場合 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

２０分以上３０分未満 ２４９円  ４９８円    ７４７円 

３０分以上１時間未満 ３９５円  ７９０円 １,１８５円 

１時間以上１時間３０分未満 ５７７円 １,１５４円 １,７３１円 

＊３０分増すごとに８３円加算されます。      

生活援助が中心の場合 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

２０分以上４５分未満 １８２円 ３６４円 ５４６円 

４５分以上 ２２４円 ４４８円 ６７２円 

 

加算 

加算の種類 加算の要件 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

初回加算 

 

新規の利用者へサービスを

提供した場合 

２００円 ４００円 ６００円 

特別地域訪問

介護加算 

 

離島・山間・へき地などの

地域に所在する事業所 

（限度額管理対象外） 

基本料金に１５％をかけた金額を算定させてい

ただきます 
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【訪問型サービス：事業対象者、要支援 1、要支援 2】 

  

基本料金 

サービス名称 サービスの内容 

利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（２割） 

利用者負担 

（３割） 

訪問型サービスⅠ 

（１月につき） 

１週間の提供回数が１回

程度の場合 

（事業対象者･要支援１･２） 

１,１７２円 

 

２,３４４円 ３,５１６円 

訪問型サービスⅡ 

（１月につき） 

１週間の提供回数が２回

程度の場合 

（事業対象者･要支援１･２） 

２,３４２円 

 

４,６８４円 ７,０２６円 

訪問型サービスⅢ 

（１月につき） 

１週間の提供回数が２回

を超える場合 

（事業対象者･要支援２） 

３,７１５円 

 

７,４３０円 １１,１４５円 

 

 

加算  

加算の種類 加算の要件 

加 算 額 

利用者負担 

（１割） 

 

利用者負担 

（２割） 

 

利用者負担 

（３割） 

初回加算 新規の利用者へサービス提供した場合 200 円 400 円 600 円 

特別地域訪問

介護加算 

離島・山間・へき地などの地域に所

在する事業所（限度額管理対象外） 

基本料金に１５％をかけた金額を算定させ

ていただきます 
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２．申請書等様式 
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(第
5
条

関
係

）

利
用

者
名

　
：
　

主
な

日
常

生
活

上
の

活
動

深 　 夜 早 　 朝

０
：

０
０

月
火

２
：

０
０

４
：

０
０

６
：

０
０

水
木

金
土

日

　
　

　
　

　
　

 
 
殿

８
：

０
０

午 　 前
１

０
：

０
０

１
２

：
０

０

午 　 後

１
４

：
０

０

１
６

：
０

０

１
８

：
０

０

夜 　 間
２

０
：

０
０

深 夜

週
単

位
以

外

の
サ

ー
ビ

ス

２
４

：
０

０

２
２

：
０

０

作
成
年

月
日

年
月

日

様
式

第
2
号

ｰ
3

週
間
サ
ー
ビ
ス
計
画
表
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